
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 24 年 4 月 12 日に発生した祇園地域 
における集団救急事故事後検証結果報告書 

 
 
 

 

 

 

 

 

京都市・乙訓メディカルコントロール協議会 



平成 24 年 4 月 12 日に発生した祇園地域 
における集団救急事故事後検証結果報告書目次  

 
ページ 

はじめに                                                         1 
 
京都市・乙訓メディカルコントロール協議会小委員会委員名簿         2 
 
第１ 検証経過                                                   3 
第２ 事故概要                                                   4             
第３ 全活動状況                                                 6 
 １ 指令状況及び出動状況                                       6  
 ２ 傷病者及び傷病程度                                         7  
 ３ 活動状況                                                   7       
 ４ 救急活動の時間経過等                                      11  
第４ 検証結果と課題                                            12   
 １ 検証対象について                                          12 
 ２ 救急隊による救急処置等について                            12 
    救急活動概要                                            12            

    検証結果と課題                                          13 
 ３ 現場での医療との連携について                              15 
    医師要請の実施状況                   15  
    検証結果と課題                                          16 
 ４ 医療機関選定要領等について                                16 
    医療機関選定の実施状況                                  16 
    検証結果と課題                                          17 
第５ 今後の方策について                                        18 
 １ 消防としての対応策                                        18 
 ２ 現場への医師要請に向けて                                  19 
 ３ 迅速的確な医療機関選定に向けて                            20 
 ４ 現場での警察との連携について                              21 
 
  
別添１ 京都市・乙訓メディカルコントロール協議会委員名簿        22 
別添２ 救急活動の時間経過等                                    23  



はじめに 
 
 平成２４年４月１２日１３時１０分覚知，京都市東山区大和大路通

四条交差付近で，３０歳男性が運転する軽ワンボックス車が暴走し，

歩行者等を次々にはね，多数の死傷者が発生する痛ましい事案が発生

しました。付近は八坂神社の門前町として発展した祇園地域で，伝統

的な町並みと繁華街が混在し，当日も花見客など多数の観光客が往来

されていました。 
 本事案によりお亡くなりになられた方々に対しまして，心からご冥

福をお祈り申し上げます。また，受傷された方々並びにご家族等関係

者の方々には，切にお見舞い申し上げます。 
 京都市・乙訓メディカルコントロール協議会では，この事案に対す

る救急活動について，詳細な事実調査を行い，メディカルコントロー

ル協議会及び検証委員会での検証以外に，祇園交通事故事後検証のた

めの小委員会を３回開催しました。 
 京都市・乙訓メディカルコントロール協議会の検証医師１３名及び

救急業務に精通した学識経験者２名を委員とし，オブザーバーとして

京都府警察本部と東山警察署から６名の警察関係者に御参加いただき，

本事案を医学的見地から検証し，救急医療という観点からの考察を加

え，本報告書にまとめました。 
 本報告書が，今後の多数傷病者発生時における救急活動の方向性を

示すものとなり，更なる救命効果向上に資することを期待します。 
 最後に，バイスタンダーとして応急手当を実践していただいた方々

の勇気をたたえると共に，事後検証に御協力いただいた方々にこの場

を借りて感謝申し上げます。 
  
 平成２４年８月 
            
            京都市・乙訓メディカルコントロール協議会 
                   会長      中野 昌彦 
                   検証委員長   金子 一郎 

                  検証委員長代理 髙階謙一郎 
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 飯塚 亮二  （京都第二赤十字病院救急部長） 
 木下  隆  （医療法人社団淀さんせん会金井病院麻酔科部長） 
 小池  薫  （国立大学法人京都大学大学院医学研究科医学専攻 

内科学講座初期診療・救急医学分野教授） 
 太田  凡  （京都府立医科大学大学院医学研究科 
         救急・災害医療システム学 救急医療学教室教授） 

 髙階 謙一郎 （京都第一赤十字病院救急部長） 
 福山 正紀  （ふくやまクリニック院長） 
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 濱島 高志  （京都府医師会理事，濱島医院院長） 
 山内 博貴  （京都市消防局安全救急部長） 
 
（オブザーバー） 
 小林 文彦  （京都府警察本部交通企画課 交通部次長） 
 棚上 達夫  （京都府警察本部交通企画課 次席） 
 羽田 哲也  （京都府警察本部交通捜査課 交通捜査指導官） 
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 加古 嘉信  （京都府警察本部警備第一課 危機管理対策室係長） 
 高濵 正明  （京都府東山警察署 交通課長） 
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第１ 検証経過 
 １ 東山消防署検討会  ・・・・・・・・・平成２４年４月２２日（日） 
   消防活動の課題と対応策が検討された。 
   
 ２ 平成２４年度第１回検証委員会  ・・・・・・・・・５月８日（火） 
   今後の検証，事後検証の小委員会立上げ及び主な検証項目を協議 
   主な検証項目については次のとおり 
    各救急隊の救急活動について 
    現場での医療との連携について 
    医療機関選定要領について 
   
 ３ 各救急隊の活動内容聴取  ・・・・・５月８日（火）～１８日（金） 
   出動した全救急隊を対象に聴取   
   
 ４ 平成２４年度第１回京都市・乙訓ＭＣ協議会・・・・・６月５日（火） 
   事故概要の報告，今後の検証について協議 
   
 ５ 第１回京都市・乙訓ＭＣ協議会小委員会   ・・・・６月１４日（木） 
   現場活動等について説明，医師要請について 
   
 ６ 平成２４年度第２回検証委員会   ・・・・・・・・７月３日（火） 
   医療機関選定要領について 
   
 ７ 第２回京都市・乙訓ＭＣ協議会小委員会・・・・・・７月１７日（火） 
   報告書（案）作成に向けたまとめ 
   
 ８ 第３回京都市・乙訓ＭＣ協議会小委員会・・・・・・８月７日（火） 
   報告書（案）作成に向けたまとめ        
 
 ９ 平成２４年度第２回京都市・乙訓ＭＣ協議会 ・・・８月２８日（火） 
   報告書（案）の審議，承認 
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第２ 事故概要 
   平成２４年４月１２日（木）午後１時過ぎ，東山区大和大路通四条下 

  る約１００メートル付近で３０歳男性が運転する軽ワンボックス車が 

  タクシーに追突し，そのまま北進し大和大路通四条交差点で次々と歩行 

  者をはね，更に北進後，大和大路通白川北通上る約２０メートル付近で 

  電柱に激突して停止した。 

   京都市消防局では，この事案に対して消防隊等合計２８隊，９７名（指 

  揮隊４隊，救助隊３隊，消防隊６隊，救急隊１４隊及び航空機隊１隊） 

  を出動させ，負傷者１４名を９医療機関へ搬送した。 

     なお，この１４名の他に自分で医療機関を受診された方が６名あった。 

 

        

（東山区大和大路四条付近） 
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第３ 全活動状況 

 １ 指令状況及び出動状況 

   第１現場（大和大路四条交差付近） 

指令 

次数 

指令時刻 出動部隊 

第 １ 次

指令 

１３時１０分 東山指揮隊，東山第１消防隊，中部救助隊，左京

第２救急隊，南第２救急隊，南第３救急隊 

第 ２ 次

指令 

１３時１３分 本部指揮隊 

第 ３ 次

指令 

１３時１７分 左京第１救急隊，中京第１救急隊，下京第２救急

隊，右京第１救急隊 

本部救助隊（本部指揮隊長の指示により１３時２

０分出動） 

第 ４ 次

指令 

１３時２８分 中京指揮隊，中京第１消防隊，左京第４消防隊，

下京第２消防隊 

第 ５ 次

指令 

１３時３０分 航空機隊 

第 ６ 次

指令 

１３時４４分 上京第１救急隊，中京第２救急隊 

第 ７ 次

指令 

１３時５８分 東山第１救急隊，下京第１救急隊 

第 ８ 次

指令 

１４時０９分 左京第１救急隊（再出動） 

    

   第２現場（大和大路通白川北通上る約２０メートル付近） 

指令次

数 

指令時刻 出動部隊 

第 １ 次

指令 

１３時１９分 下京指揮隊，東山第２消防隊，下京第 1 消防隊，

特殊災害救助隊 

第 ２ 次

指令 

１３時３５分 上京第２救急隊，山科第１救急隊 
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 ２ 傷病者及び傷病程度 

   合計１４名   

   （内訳） 

    死亡８名（男性３名，女性５名），重症３名（男性１名，女性２名）， 

    中等症２名（女性２名），軽症１名（男性１名） 

 

 
 ３ 活動状況 
   第１現場（大和大路通四条交差付近） 

指令 

次数 

部隊名 活動内容 

第 １ 次

指令 

１ ３ 時

１０分 

 

 

 

 

 

 

 

東山指揮隊 東山消防署から第１次指令により出動。 

現場到着時，大和大路四条交差付近にレベル３

００の負傷者７名を確認したため，救急隊４隊の

増援要請を実施した。 

バイスタンダーによる心マッサージ等の応急処

置を確認したため，東山第１消防隊に対して，救

急隊到着までの応急処置を引き継ぐよう指示し

た。 

左京第２救急隊及び中部救助隊に対して，トリ

アージタッグを活用したトリアージを指示した。 

消防指令センターから，大和大路白川北通上る
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第 1 次

指令 

約２０メートル付近で交通事故による要救助者が

あるため，現場確認を指示され，東山副指揮隊長

が現場状況を確認した。 

東山第１消防隊  東山消防署から第１次指令により出動。 

東山指揮隊長から，バイスタンダーによる心マ

ッサージ等の応急処置の肩代わりを受命し，隊員

全員でこれを実施した。 

救急隊到着後は，負傷者のプライバシー保護が

必要と判断したため，防水シートを活用したプラ

イバシー保護を実施した。 

中部救助隊  寺町消防出張所から第１次指令により出動。 

東山指揮隊長から負傷人員や災害状況の確認を

受命し，これを実施した。 

大和大路四条交差付近においては，車両の下敷

きや閉じ込め等の救助活動を要する負傷者がいな

いことを確認した。左京第２救急隊のトリアージ

の支援を実施した。 

左京第２救急隊  岡崎消防出張所から第１次指令により出動。 

 東山指揮隊長から指示を受け，トリアージを実

施した。 

南第２救急隊  中京消防署前から第１次指令により出動。７７

歳男性を救護し京都第一赤十字病院に搬送した。 

南第３救急隊  九条通河原町から第１次指令により出動。６８

歳女性を救護し，京都大学医学部附属病院に搬送

した。 

第 ２ 次

指令 

１ ３ 時

１３分 

本部指揮隊  消防指令センターの「車両と歩行者の交通事故

で負傷者７名あり」という無線情報を受信し，局

本部から出動した。 

 現場到着後，レベル３００の負傷者が多数ある

こと及び現場が広範囲に及んでいること等から本

部救助隊の出動を指示した。 

 航空機隊出動後は，ヘリＴＶ画像を受信した消

防指令センター等の局本部と連携し，現場指揮本

部の運営支援を実施した。 

警察等の関係機関との調整作業を実施した。 

 

8



 

第 ３ 次

指令 

１ ３ 時

１７分 

左京第１救急隊  左京消防署から第３次指令により出動。 

 ６２歳女性を救護し，京都第一赤十字病院に搬

送後，現場に再出動し，２９歳男性を原田病院に

搬送した。 

中京第１救急隊  中京消防署から第３次指令により出動。 

 ５８歳女性を救護し，京都第二赤十字病院に搬

送した。 

下京第２救急隊  武田病院から第３次指令により出動。 

 ５７歳女性を救護し，京都市立病院に搬送した。

右京第１救急隊  円町交差から第３次指令により出動。 

 ６９歳女性を救護し，京都医療センターに搬送

した。 

本部救助隊  本部指揮隊長から出動指示を受け，消防活動総

合センターから出動。災害現場状況の把握等情報

収集活動を実施した。 

 

第 ４ 次

指令 

１ ３ 時

２８分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中京指揮隊  西大路通蛸薬師付近から第４次指令により出

動。 

 中京指揮隊長は，東山指揮隊長から情報整理担

当を受命し，現場指揮本部において，負傷者の位

置，負傷程度，搬送救急隊及び搬送先医療機関等

の情報整理を実施した。 

中京副指揮隊長は，東山指揮隊長から救急統制

担当を受命し，これを実施した。増援救急隊の進

入及び退出路を徹底する必要を認めたため，四条

通東進で進入，西進して川端通から退出するよう

各隊に指示した。 

中京第１消防隊  大宮通七条交差から第４次指令により出動。 

 東山指揮隊長から救急隊による搬送までの間，

負傷者の救護活動を受命し，これを実施した。 

救急隊引継後は，負傷者のプライバシー保護が

必要と判断したため，防水シートを活用したプラ

イバシー保護を実施した。 

左京第４消防隊  岡崎消防出張所から第４次指令により出動。 

 東山指揮隊長から第１現場（大和大路四条交差）

～第２現場（大和大路白川北通上る約２０メート

ル付近）間の状況調査を受命し，これを実施した。
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第 ４ 次

指令 

 負傷者のプライバシー保護が必要と判断したた

め，防水シートを活用したプライバシー保護を実

施した。 

下京第２消防隊  下京消防署から第４次指令により出動。東山指

揮隊長から救急隊の活動支援及び防水シートを活

用したプライバシー保護を受命し，これを実施し

た。 

第 ５ 次

指令 

１ ３ 時

３０分 

航空機隊  京都消防ヘリポートから第５次指令により出

動。 

 現場上空から災害現場の全体状況を撮影し，消

防局本部へのヘリＴＶ電送を実施した。 

 京都府警及び報道機関等のヘリコプターが現場

上空を多数飛行していたため，航空無線で連携し

安全間隔の保持及び地上への騒音による活動障害

の防止を要請した。 

第 ６ 次

指令 

１ ３ 時

４４分 

 

上京第１救急隊  河原町通丸太町から第６次指令により出動。 

 ７５歳男性を救護し，武田病院に搬送した。 

中京第２救急隊  河原町通丸太町から第６次指令により出動。 

 ６８歳女性を救護し，京都府立医科大学附属病

院に搬送した。 

第 ７ 次

指令 

１ ３ 時

５８分 

東山第１救急隊  第７次指令により出動。 

 ３３歳女性を救護し，京都市立病院に搬送した。

下京第１救急隊  河原町通七条から第７次指令により出動。 

 ７５歳女性を救護し，京都市立病院に搬送した。

第 ８ 次

指令 

１ ４ 時

０９分 

左京第１救急隊

（再出動） 

 第３次指令により出動し，６２歳女性を京都第

一赤十字病院に搬送後，現場に再出動し，２９歳

男性を原田病院に搬送した。 

 

   第２現場（大和大路通白川北通上る約２０メートル付近） 

指令次

数 

部隊名 活動内容 

第 １ 次

指令 

１ ３ 時

１９分 

下京指揮隊 下京消防署から第１次指令により出動。 

 現場到着時に，軽ワゴン車が電柱に激突し，当

該車両内に要救助者１名及び同車両横に負傷者１

名があることを把握した。 
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第 １ 次

指令 

１ ３ 時

１９分 

東山第２消防隊  東山消防署から第１次指令により出動。 

 二次災害防止のための放水準備を実施した。 

 救急隊到着までの間，車両横に倒れていた負傷

者に対する救護活動が必要と判断し，これを実施

した。 

下京第 1 消防隊 下京消防署から第１次指令により出動。 

下京指揮隊長から，特災救助隊と連携して，軽ワ

ゴン車内に閉じ込められている要救助者の救出を

受命し，これを実施した。 

要救助者救出後に，下京指揮隊長から二次災害防

止措置を受命し，事故車両のバッテリー端子の取

り外しを実施した。 

特殊災害救助隊  塩小路消防出張所から第１次指令により出動。 

 チルホールを活用し，事故車両を電柱から引き

離し，間隙を作り，要救助者を車両外へ救出し，

救急隊へ引継を実施した。 

第 ２ 次

指令 

１ ３ 時

３５分 

上京第２救急隊  今出川通今小路から第１次指令により出動。 

 ４０歳男性を救護し，京都第二赤十字病院に搬

送した。 

山科第１救急隊  山科本署から第１次指令により出動。 

 ３０歳男性を救護し，京都大学医学部附属病院

に搬送した。 

 
  

 ４ 救急活動の時間経過等 

   別添２のとおり 
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第４ 検証結果と課題 

 １ 検証対象について 
   本事案の事後検証は，東山区大和大路通四条交差点の第１現場で発生 

  した傷病者１２名と，東山区大和大路通白川北通上る約２０メートル付 

  近の第２現場で発生した傷病者２名の，計１４名を対象とした。 

    

２ 救急隊による救急処置等について 
   救急活動概要 

ア 初期対応 
  本事案は，観光客の多い繁華街で白昼に発生し，衆人環視の中で， 
 事故や傷病者に関する情報が錯綜している状況下で活動を開始し 
 ている。傷病者は大和大路通四条交差点と当該交差点から北に約 
 １７０ｍ離れた大和大路通白川北通上る２０メートル付近に点在 
 していたが，指揮隊は,当初，大和大路通四条交差点において７名 
 の傷病者を確認し，すぐに出動中の３隊以外に，増援の救急隊を４ 
 隊要請した。 
  その後，第２現場を含め，事故の全体像把握に努めるとともに， 
 傷病者の救護に着手した。 
 
イ バイスタンダーの活動 
  本事案におけるバイスタンダーの活動状況は，東山区大和大路通 

 四条交差点の第１現場において，接触時ＣＰＡ（心肺停止状態 
 (Cardio Pulmonary Arrest)）の２名の傷病者に対して，ＣＰＲ（心 
 肺蘇生法（Cardio Pulmonary Resuscitation））が実施されていた。 
  第１現場においては，救急隊到着後も多くの市民の方々の申し出 
 があり，救急活動に協力があった。 

  
  ウ トリアージの状況 
   第１次指令で出動した救急隊は３隊で，最先着救急隊は大和大路 
  通四条交差点の傷病者に対してトリアージを実施した。 
   また，傷病者は交差点内に点在している状況から，傷病者が倒れ 
  ている位置でトリアージに着手した方が妥当と判断し，救護所の設 
  置よりもトリアージ活動を優先して開始した。 
   交差点で見える範囲の目視できる傷病者は，当初７名であったた 
  め，これら負傷者に対してトリアージを開始し，第２着の救急隊が 
  車内収容した１名を除いて赤タッグを表示した。 
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   トリアージした傷病者の内１名の容態が急変し，ＣＰＡとなった 
  ため，指揮隊長から，その後のトリアージを中止して搬送するよう 
  指示があり，搬送優先したため，残りのトリアージを救助隊に引き 
  継いだ。 
      傷病者が点在する中，観察の限界もあり優先すべき症例を特定す 
  ることは困難であった。 
   本事案においては，当初，傷病者１名に対し１隊の救急隊を確保 
  できたため，搬送トリアージは行われていない。 
    

エ 救急処置と搬送 
  各救急隊は，指揮隊の指示により傷病者にアプローチし，全身固 
 定等の救急処置を完了後，一箇所に集めることなく各救急車内に収 
 容し，各救急隊から消防指令センターに搬送医療機関の最終確認を 
 依頼し，搬送先医療機関が決定した順に現場出発した。 
 
オ 特定行為の実施状況 
  特定行為については，３隊の救急隊が救急車内において現場出発 
 までの間に，器具を使用した気道確保及び静脈路確保の指示要請を 
 実施し，２隊がＬＴＳ（食道閉鎖式エアウエイ(Laryngeal Tube  
 Suction)），１隊が気管挿管を実施した。 
  静脈路確保については，２隊が試みたが中止している。 
 
カ 中等症及び軽症の医療機関選定 
  中等症及び軽症の傷病者は，必要な救急処置を実施し，受入れ確 
 認の後，市内の二次医療機関に搬送している。下腿部開放性骨折の 
 傷病者については，対応可能な直近医療機関から順次確認したため， 
 選定に時間を要した。 
 
キ 救急隊の増強配置 
  市内消防署においては，特設救急隊を９隊増隊し，市内の救急需 
 要に備えた。 

 
  検証結果と課題 
 ア 初期対応 

  指揮隊が，当初，大和大路通四条交差点において７名の傷病者を 
 確認し，すぐに出動中の３隊以外に，増援の救急隊を４隊要請し， 
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 その後，第２現場を含め，事故の全体像把握に努めるとともに，傷 
 病者の救護に着手した活動については妥当であると思われる。 

  
 イ バイスタンダーの活動 
   バイスタンダーの活動については，接触時ＣＰＡの２名の傷病者 

 に対して，ＣＰＲが実施されており，その後も，多くの方々から救 
 急活動に対する協力の申し出があり，傷病者の救護と励ましにおい 
 て高く評価できる。 
  バイスタンダーの多くは，救急活動に協力の後，現場を立ち去っ 
 ており，特定できなかった。今後は，できる限り医療機関への事後 
 確認等も含め，感染予防等の配慮が必要である。 
 

 ウ トリアージの状況 
   複数の傷病者がいる現場においては，重症度・緊急度により傷病 
  者の搬送順位を決定するトリアージを行うことが必要である。 
   本事案では，最先着救急隊が，交差点内の傷病者に対するトリア 
  ージを実施したことは有効であり，救助隊に引き継いだ活動につい 
  ても妥当であると思われる。 
   なお，トリアージタッグの内容をすべて記入する余裕がなかった 
  こと及び現場出発時にタッグの１枚目を現場指揮本部に渡してい 
  ないことは改善の余地がある。 
  
 エ 救急処置と搬送 
   本事案のように，重篤傷病者が交差点やその付近の広範囲に点在 
  しているような状況においては，早期に応急救護所を設置して，傷 
  病者を一箇所に集めるよりも，倒れているその位置でトリアージし， 
  ＣＰＡの１名を除いてバックボード固定などの救急処置を実施後， 
  救急車内に収容し搬送した活動については，妥当であったと考えら 
  れる。 
   なお，軽症や中等症を含めた活動は時間を要したため，増援部隊 
  により応急救護所の設置を検討する必要がある。 
  

オ 特定行為の実施状況 
  特定行為の実施については，３隊の救急隊が，救急車内において 

  現場出発までの間に，器具を使用した気道確保を実施し，うち１隊 
  が気管挿管を選定し，いずれも，初期換気は，バッグバルブマスク 

14



  で換気良好であった。 
   静脈路確保については，３隊のうち２隊が試みたが，いずれも中 
  止している。 
   搬送中の確実な気道確保を考慮しての活動であったものだが，搬 
  送時間を優先するなら，あえて挿管まで考えず搬送することも考え 
  られる。 
   現状では，特定行為を実施しない判断は，プロトコールに明確に 
  示されていないため，その判断は難しかったと考えられる。 
  
 カ 指示医師の対応 
   当日の指示医師から，事故発生後，指示医師室の携帯電話や固定 
  電話が一斉に鳴りだし，特異な事故が推定されたが，指示医師室か 
  ら動けず，現場状況の詳細が把握できなかったという意見があった。 
   今後，指示医師が，消防指令センターで現場状況を把握しながら 
  指示する体制についての検討が必要である。 
 

 ３ 現場での医療との連携について 

    医師要請の実施状況 

   ア 医師要請の現場判断 

     医師等への協力要請については，「災害現場活動の要領，集団救 

    急救助活動要領」において，最高指揮者が医師等の協力が必要であ 

    ると認めるとき，消防指令センター長にその旨を連絡することとし 

    ており，消防指令センター長は，現場から要請があった場合，「集 

    団救急事故に伴う医師等の協力に関する協定」（平成８年１月２６ 

    日締結）に基づき，京都府医師会に対して医師等の協力要請を行う 

    こととしている。 

     本事案では，混乱している現場で，重篤傷病者に対して早期に必 

    要数の救急車を確保できる見通しであったことから，現場への医師 

    の要請は行っていない。 

  第１次指令で出動した救急隊員から指揮隊員に，ドクターカーの 
 要請についての発言があったが，指揮隊員は他の情報の収集及び集 
 約に追われて，指揮隊長には伝えられなかった。 

   

   イ 医療機関からの医師派遣打診 

     現場の先着隊からの情報により，多数のＣＰＡの負傷者があると 

    のことから，消防指令センターは医療機関に対して受入れ状況を確 
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    認した際，次のとおり医療機関から医師派遣の打診があったが，前 

    述したとおり本事案については医師の要請は行っていない。 

① 京都医療センター  １３時２３分頃，ファーストコール時に 

         医師出動の打診あり。 

    ② 京都第二赤十字病院 １３時４０分頃，医師出動の打診あり。 

    ③ 京都第一赤十字病院 １４時１０分頃，現場状況の照会と医師 

               出動の打診あり。 

   

    検証結果と課題 

   ア 医師要請の現場判断 

     本事案における現場への医師要請については，災害発生初期にお 

    いて，複数の救命センター医師から打診を受けた。その際，事故現 

    場の状況を把握中であったため，「医師派遣の必要があれば要請す 

    る」と返答した。 

     その後，重篤傷病者の１名に対して１台の救急隊を早期に現場に 

    集結させることができ，かつ，搬送先医療機関についても，被救護 

    者との同数の受入れ準備が早期に確保されたことから，応急処置が 

    完了した重症の傷病者から順次，現場出発させたため，結果的に現 

    場に医師を要請することなく救護活動が終息した。 

     また，本事案においては，閉じ込め事案などにより，救出に時間 
    を要するときに現場に医師を要請する要件となるほどの救出困難 
    事案がなかったため，医師要請しない現場判断であったと考える。 

   今後，集団救急事故においては，医師要請の必要性を早期に判断 
  するため，救急担当指揮者の増援を早期に行える部隊運用が必要で 
  ある。 

 
   イ 医師要請の要件 
     集団救急事故においては，傷病者の苦痛軽減，救急隊では対応困 
    難な傷病者に対する救命処置及び搬送トリアージによる適切な医 
    療機関への搬送指示などにおいて有効であることから，集団救急事 
    故に伴う医師等の協力に関する協定の適応や，京都府緊急災害医療 
    チームの活用など，円滑な現場への医師要請の要件について検討す 
    る必要がある。 
 
 ４ 医療機関選定要領について 

    医療機関選定の実施状況 
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    負傷者ごとの医療機関の選定については，「災害現場活動の要領 
   集団救急救助活動要領」において，救急担当指揮者（応援指揮隊長） 
   が消防指令センターと連携をとり，早期に収容可能医療機関の状況を 
   把握し，救急隊の搬送する医療機関を指定することとしている。 
    本事案については，集団救急救助出動計画を運用していなかったこ 
   とから，早期に救急担当指揮者を指名せず，消防指令センターにおい 
   て負傷者ごとの医療機関の選定を一元管理することとした。 
    消防指令センターでは，現場の先着隊からの現場情報により，多数 
   のＣＰＡの負傷者が発生している状況であったことから，直ちに三次 
   医療機関（京都第一赤十字病院，京都第二赤十字病院，洛和会音羽病 
   院，京都医療センター）に対して病院の受入れ状況を確認した。 
    また負傷者が多数であったことから，二次医療機関（京都大学医学 
   部附属病院，京都府立医科大学附属病院）に対しても病院の受入れ状 
   況を確認している。 
    事前に受入れ確認した６医療機関に搬送した９名の確認時間経過 

   は，平常時に比べて短時間で病院決定している。 

    なお，医療機関に対する受入れの確認状況及び負傷者ごとの病院の  
   選定については，表のとおりである。 

 
 
      検証結果と課題 
   ア 事前の受入れ情報確認 

     消防指令センターにおいて，医療機関の受入れ状況を事前に一括 

    して確認した活動については，速やかに医療機関選定でき，平常時 
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    に比べて短時間で病院決定したため，今後同様の事案が発生した場 

    合においても有効な活動であると考察する。 

    

   イ 複数回の受入れ情報確認 

     事前に受入れ確認した救命センター，大学病院等の収容可能人数 

    の確認は，時系列で変化するため，今後は消防指令センターと医療 

    機関の双方向で複数回の連絡，確認が望ましい。     

    

   ウ 時間短縮の考慮 

     本事案においては，事故発生後消防指令センターにおいて，６医 

    療機関に対して事前に受入れ確認し，現場出発前に，各救急隊から 

    消防指令センターに受入れの最終確認を実施した。その際の救急隊 

    から消防指令センター，さらに消防指令センターから病院への連絡 

    は，時間短縮のため，年齢・性別・負傷状況等の伝達のみを実施し 

    たが内容確認に５～８分要している。 

     今後さらに時間短縮するための対応について検討する必要があ 

    る。 

 

第５ 今後の方策について 

   本事案は，重篤な傷病者が多数発生している現場であったが，早期に 

  救急隊を集結させ，すでに消防指令センターにおいて受入可能な医療機 

  関が決定していたため，直ちに現場を離れ，医療機関へ順次搬送する救 

  急医療対応を行った。 

   この度の，医師による医学的観点からの検証を通じ，今後，同様の集 

  団災害が発生した場合の活動の目標は，全傷病者を迅速に病院に搬送す 

  ることにとどめず，より一層，可能な限り多くの傷病者を救命すること 

  とし，平時の救急医療と災害医療は連続しているという視点で，消防機 

  関，医療機関及び警察機関が効率的な連携方策について確立しておく必 

  要がある。 

  

 １ 消防としての対応策 

    集団救急救助出動計画の見直しについて 

    本事案のように負傷者が点在していて情報集約に時間を要する場 

   合も視野に入れ，早期に救急担当の指揮隊など，より多くの消防力を 

   投入する。 
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    応急救護所の設置について 

    多数の傷病者が発生する現場においては傷病者情報の正確な把握， 

   救急隊到着までの傷病者に対する救命処置及び搬送トリアージを適 

   切に行う必要がある。 

    このため，早期に部隊を投入して現場において有効な消防装備等を 

   活用した指揮本部や応急救護所を早期に開設する。 

   

    集団救急事故訓練の実施について 

    今回の検証結果を踏まえ，集団救急事故を想定した図上訓練，指令 

   センターの運用訓練及び消防活動センターを活用した部隊合同訓練 

   を行い，出動計画の再確認，搬送トリアージの適切な運用及び迅速な 

   医療機関選定について，災害対応能力の向上を図る。 

    また，医療機関や警察機関等の参加により連携強化に努める。 

    ロードアンドゴー等の，外傷についての適切な処置については，救 

   急業務指導医師研修等で再徹底する。 

 

 ２ 現場への医師要請に向けて 

   現行の現場への医師要請方法 
 対象災害 要請根拠 要請先 
ア 集団救急

救助事故 
集団救急事故に伴う医師

等の協力に関する協定 
（平成８年締結）

京都府医師会 

イ 
 
 
 

通常の 
救助事故 

救急業務実施基準第１４

条 
・事業所産業医 
・京都市立病院 
・救命救急センター 
・搬送先医療機関の医師 

ウ 災害時 京都府緊急災害医療チー

ム設置運営要綱 
（平成２０年締結）

京都府 

   
    医師要請のあり方 

ア 集団救急事故に伴う医師等の協力に関する協定 
  出動基準の目安となる京都府医師会との間に締結された「集団救 
 急事故に伴う医師等の協力に関する協定」の見直しも検討しながら， 
 現行の要請基準の弾力的な運用を図る必要がある。１５名以上をも 
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 って医師要請する京都府医師会との協定は，今後，有効に機能する 
 よう要請の基準等の運用面の見直しが必要である。 
 

   イ 京都府緊急災害医療チームの出動 
     京都府緊急災害医療チームの出動については，大規模災害への対 
    応を原則とするが，今回のような集団救急事故への迅速な出動につ 
    いて関係機関等と調整する必要がある。 

 
ウ 医師要請への対応 
  医師要請に対応可能な医療機関においては，消防機関の医師要請 
 から１０～２０分以内に現場到着できる体制の構築，出動車両の確 
 保，現場に対応した装備・服装等の確保が必要である。 

  

 ３ 迅速的確な医療機関選定に向けて 

    現行の医療機関選定方法 
    平常時，京都市消防局における医療機関選定は，過去から専用電話 

   回線を設置し，充実した医療資源を有していたことから，消防指令セ 
   ンター一括方式で実施し，救急隊が傷病者観察結果を消防指令センタ 
   ーに連絡，医療機関との交渉は消防指令センターが実施し，結果を救 
   急隊に連絡している。 
    直接交渉よりも確実な受入れ確認ができ，受入困難事例の場合等に， 
   同時に複数の医療機関と交渉することが可能である。 

  

    迅速的確な医療機関選定のあり方 

   ア 事前の受入れ確認 

     消防指令センターにおいて，医療機関の受入れ状況を，事前に一 

    括して確認した活動については，本事案においても速やかに医療機 

    関選定できたため，今後同様の事案が発生した場合においても有効 

    な活動である。 

 

   イ 継続した複数回の受入れ状況確認 

     収容可能人数の確認は，時系列で変化するため，今後は複数回の 

    連絡，確認が必要で，受入れ状況の確認は継続して行う。 

   

   ウ 時間短縮を考慮した最終確認 

     年齢・性別・負傷状況等の最終確認は，病院側においてもスムー 
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    ズで確実な受入れをするため実施しているが，さらに時間短縮する 

    ためには，事前に受入れ確認した医療機関へは，救急隊に対してす 

        ぐに搬送先病院を指示し，ロードアンドゴーで現場出発させながら， 

    同時並行で最終確認する対応や，最終確認を省略する対応を考慮す 

    る必要がある。 

    

   エ 搬送医療機関の管理 

     原則として，消防指令センターで搬送医療機関の一元管理を行う 

    ものの，集団救急救助出動計画の運用により，早期に現場へ救急担 

    当指揮者を配置し運用することができれば，補完的に現場指揮本部 

    が消防指令センターと連携しながら搬送医療機関を管理する方法 

    を考慮する必要がある。 

    

 ４ 現場での警察との連携について 

   祇園交通事故のような多数傷病者が発生する事故については，今後， 

  救急活動をより迅速に行うための交通規制や現場における負傷者情報 

  の共有化等について，消防機関，医療機関と警察機関の連携をさらに強 

  化することが必要である。 
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別添１ 

京都市・乙訓メディカルコントロール協議会委員名簿 

平成２４年４月１日現在 
（敬称略，順不同） 

北川  靖 （京都府医師会副会長，北川内科医院院長） 
濱島 高志 （京都府医師会理事，濱島医院院長） 
中野 昌彦 （京都府医師会救急委員会副委員長，京都四条病院院長） 
山原 康裕 （京都府病院協会，社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院 

         循環器内科部長） 

武田 隆久 （京都私立病院協会副会長，武田病院グループ理事長） 
清水 幸夫 （京都私立病院協会理事・シミズ病院理事長） 
河端 一也 （京都私立病院協会理事，新河端病院理事長） 
北村 浩二 （乙訓医師会救急災害担当理事，社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院 

         副院長） 

小池  薫 （国立大学法人京都大学大学院医学研究科 

                      医学専攻内科学講座初期診療・救急医学分野教授） 

太田  凡 （京都府立医科大学大学院医学研究科 

                      救急・災害医療システム学救急医療学教室教授） 
池田 栄人 （京都第一赤十字病院副院長） 
北村  誠 （京都第二赤十字病院救命救急センター所長） 
金子 一郎 （独立行政法人国立病院機構京都医療センター診療部長（救命救急担当）） 

山木 垂水 （医療法人同仁会（社団）京都九条病院院長） 

森  一樹 （独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院救命救急室部長） 
山村 忠樹 （京都府府民生活部防災監） 
中西 文章 （京都府府民生活部消防安全課長） 
山口  隆 （京都府健康福祉部医療課長） 
藤田 欣也 （京都府乙訓保健所長） 
谷利 康樹 （京都市保健福祉局保健衛生推進室医務審査課長） 
山内 博貴 （京都市消防局安全救急部長） 
清原 善次 （乙訓消防組合消防本部消防長） 
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別添２ 救急活動の時間経過等

左２A 南２A 南３A 左１A 中１A 下２A 右１A 上２A 山１A 上１A 中２A 東１A 下１A 左１A 備考
第８次

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
６２・女性 ７７・男 ６８・女 ６２・女 ５９・女 ５７・女 ６９・女 ４０・男 ３０・男 ７５・男 ６８・女 ３３・女性 ７５・女性 ２９・男性

重症 ＣＰＡ ＣＰＡ 重症 ＣＰＡ 重症 重症 重症 重症 開放骨折 胸陥没 妊婦 頭部打撲 膝打撲
ＣＰＡ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ＣＰＡ ＣＰＡ ＣＰＡ ＣＰＡ ＣＰＡ 重症 ＣＰＡ ＣＰＡ ＣＰＡ 重症 重症 中等症 中等症 軽症
○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○

時間 搬送先 音羽 第一 京大 第一 第二 市立 医療Ｃ 第二 京大 武田 府立 市立 市立 原田
13時10分 （覚知から） 出動（収容後帰隊途上）
13時11分 １分 出動
13時12分 ２分 （配置署から）
13時13分 ３分
13時14分 ４分 現着
13時15分 ５分 （　　４分）
13時16分 ６分 （１．５㎞）
13時17分 ７分 現着
13時18分 ８分 （　　７分） 出動（配 13:18 第一赤十字病院 １名

13時19分 ９分 （２．１㎞） 現着 置署から） 13:19 第二赤十字病院 ２名

13時20分 １０分 （　　９分） 現着 13:20 音羽病院 ２名

13時21分 １１分 （３．４㎞） （　　３分）
13時22分 １２分 （２．７㎞） 13:22 京都医療センター ２名

13時23分 １３分 車内収容 13:23 京都医療センターから医師出動打診

13時24分 １４分 （　　６分） 現着 現着
13時25分 １５分 病院連絡 （　　６分） 車内収容 （　　７分） 13:25 京大病院 ２名

13時26分 １６分 （４．０㎞） （　　５分） （３．０㎞） 現着
13時27分 １７分 車内収容 病院連絡 （９分）
13時28分 １８分 ＬＴＳ （　　８分） （５．４㎞）
13時29分 １９分 病院決定 気管挿管 病院連絡
13時30分 ２０分 車内収容 現場出発 病院連絡 病院決定
13時31分 ２１分 （　１６分） （　　７分）
13時32分 ２２分 病院決定 車内収容 車内収容
13時33分 ２３分 病院連絡 （　　８分） （　　８分）
13時34分 ２４分 ＬＴＳ 現場出発 現場出発
13時35分 ２５分 （　　７分） 病院連絡 （　　９分） 車内収容 出動 出動
13時36分 ２６分 病院決定 病院決定 （帰隊途上（配置署から）
13時37分 ２７分 （　１０分）
13時38分 ２８分 病院決定 現場出発 現場出発 13:38 府立医大病院 １名　重症２名

13時39分 ２９分 現場出発 （　　６分） （　　２分） 13:40 第一赤十字病院追加 １名

13時40分 ３０分 （　　９分） 13:40 京都第二赤十字病院から医師出動打診

13時41分 ３１分 医師引継 病院決定
13時42分 ３２分 （　１１分） 現場出発
13時43分 ３３分 （２．４㎞） 医師引継 （　１０分） 医師引継
13時44分 ３４分 （　　９分） （　　９分） 現着 出動 出動
13時45分 ３５分 （２．２㎞） （４．２㎞） （　　９分） （帰隊途上（収容中）
13時46分 ３６分 （６．１㎞）
13時47分 ３７分 医師引継 医師引継 現着
13時48分 ３８分 （　　５分） （　　９分） 医師引継 （　　３分）
13時49分 ３９分 医師引継 （３．１㎞） （４．０㎞） （　１０分） 現着 （１．９㎞）
13時50分 ４０分 （　１０分） （６．４㎞） （１４分）
13時51分 ４１分 （７．５㎞） （７．８㎞）
13時52分 ４２分 車内収容 車内収容 現着
13時53分 ４３分 病院決定 （　　５分）  （　　８分）
13時54分 ４４分 現場出発 （４．１㎞）
13時55分 ４５分 （　　２分）
13時56分 ４６分 車内収容
13時57分 ４７分 （　　５分） 車内収容
13時58分 ４８分 （　　５分） 出動 出動
13時59分 ４９分 （再出動） （帰隊途上）
14時00分 ５０分 現着
14時01分 ５１分 医師引継 病院連絡
14時02分 ５２分 （　　７分） 車内収容 現着
14時03分 ５３分 （３．０㎞） （　　４分） （　　４分）
14時04分 ５４分 （１．９㎞）
14時05分 ５５分 病院決定 現場出発
14時06分 ５６分 現場出発 （　　８分）
14時07分 ５７分 （　　９分）
14時08分 ５８分
14時09分 ５９分 出動
14時10分 ６０分 14:10 京都第一赤十字病院から医師出動打診 現場出発 （帰隊途上）
14時11分 ６１分 （　　８分）
14時12分 ６２分
14時13分 ６３分 医師引継 医師引継 車内収容
14時14分 ６４分 （　　７分） （　　８分） 現場出発
14時15分 ６５分 （２．５㎞） （２．５㎞） （　１２分） 現着
14時16分 ６６分 （　　６分）
14時17分 ６７分 車内収容
14時18分 ６８分 （　　２分）
14時19分 ６９分
14時20分 ７０分
14時21分 ７１分
14時22分 ７２分
14時23分 ７３分
14時24分 ７４分 医師引継
14時25分 ７５分 現場出発 （　１０分）
14時26分 ７６分 （　３３分） （４．０㎞） 現場出発
14時27分 ７７分 （　　９分）
14時28分 ７８分
14時29分 ７９分
14時30分 ８０分
14時31分 ８１分 医師引継
14時32分 ８２分 （　２１分）
14時33分 ８３分 （５．２㎞）
14時34分 ８４分
14時35分 ８５分 医師引継
14時36分 ８６分 医師引継 （　　９分）
14時37分 ８７分 （　１１分） （２．２㎞）
14時38分 ８８分 （４．１㎞）
14時39分 ８９分
14時40分 ９０分

第７次  13:58第３次  13:17第１次  13:10 第２現場第２次 13:35

出動（配置署以外から）

13:19　第２現場第１次指令

第６次  13:44

トリアージタッグの有無

隊　　名
出動次数

傷病者番号
年齢・性別

接触時の状況
医師引継時の状況
病院収容後の状況
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